
政
令
第
二
百
九
十
四
号

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
三
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
二
の
五
の
項
及
び
別
表
第
七
の
二
の
項
中
「
五
十
億
円
」
を
「
二
十
五
億
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

tanaka-i2kt
テキストボックス
別紙４
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○

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
三
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
関
係
）

第

一

欄

第

二

欄

第

三

欄

第

四

欄

第

一

欄

第

二

欄

第

三

欄

第

四

欄

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五

土
砂
、
コ
ン
ク

建
設
業

そ
の
事
業
年
度
に
お

中
央
建
設

五

土
砂
、
コ
ン
ク

建
設
業

そ
の
事
業
年
度
に
お

中
央
建
設

リ
ー
ト
の
塊
又
は

け
る
建
設
工
事
の
施

業
審
議
会

リ
ー
ト
の
塊
又
は

け
る
建
設
工
事
の
施

業
審
議
会

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・

工
金
額
が
二
十
五
億

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・

工
金
額
が
五
十
億
円

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

円
以
上
で
あ
る
こ
と

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

以
上
で
あ
る
こ
と
。

塊

。

塊

別
表
第
七
（
第
七
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
三
十
一
条
関
係
）

別
表
第
七
（
第
七
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
三
十
一
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

建
設
業

土
砂
、
コ
ン
ク
リ

そ
の
事
業
年
度
に
お

中
央
建
設

二

建
設
業

土
砂
、
コ
ン
ク
リ

そ
の
事
業
年
度
に
お

中
央
建
設

ー
ト
の
塊
、
ア
ス

け
る
建
設
工
事
の
施

業
審
議
会

ー
ト
の
塊
、
ア
ス

け
る
建
設
工
事
の
施

業
審
議
会

フ
ァ
ル
ト
・
コ
ン

工
金
額
が
二
十
五
億

フ
ァ
ル
ト
・
コ
ン

工
金
額
が
五
十
億
円

ク
リ
ー
ト
の
塊
又

円
以
上
で
あ
る
こ
と

ク
リ
ー
ト
の
塊
又

以
上
で
あ
る
こ
と
。

は
木
材

。

は
木
材


	○　資源の有効な利用の促進に関する法律施行令（平成三年政令第三百二十七号）（抄）

